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マイナンバーカードマイナンバーカード
・マイナポイント・マイナポイントのお知らせのお知らせ

現在、マイナポイント第２弾の実施に伴い、マイナンバーカードの窓口が
大変混みあっています。あらかじめ、お時間に余裕を持ってご来庁ください。

マイナンバーカードの交付に行く前に
　事前に交付通知案内を必ずお読みください。必要書類の不足・不備な
どにより、当日中にカードが交付できない場合があります。

マイナポイントの留意点
▽令和４年 12月末までにマイナンバーカードの申請をした人が対象
▽マイナポイントを受け取るには、マイナポイントの申請手続きが必要
▽現金給付・口座振り込みではありません（ポイント付与）
▽給付は一律 20,000 ポイントではなく、最大 20,000 ポイント
▽最大 20,000 ポイントを得るには３つの手続きが必要
❶マイナンバーカードの作成で　最大 5,000 ポイント★
❷健康保険証としての利用登録で　7,500 ポイント
❸公金受取口座の登録で　7,500 ポイント
▽マイナポイントの申込みとポイント付与にかかる買い物・チャージの
　期限は２月 28日㈫まで
★最大 5,000 ポイントを得るには買い物やチャージが必要。買い物や
　チャージ分の 25％をポイント付与

※病院や薬局における健康保険証とし
　ての利用などに関することは、医療
　機関や薬局にお問い合わせください
※ポイント付与の時期や条件などに関
　することは、マイナポイント事業者
　にお問い合わせください

マイナポイントの
詳細や申込みはこちら

問合せ　市民課へ

ご不明点などありましたら、
こちらもご利用ください！

物価高騰対策で補正予算
市独自の支援施策
医療機関
●医療施設等物価高騰対策支援金
　医療施設などに対し、支援金を給付。
支援額　病院 40万円、診療所 10万円、保険薬局
　　　　10万円
問合せ　保健福祉課へ

子育て
●障害児福祉サービス事業所物価高騰対策支援金
障害児福祉サービス事業所に対し、支援金を給付。
支援額　通所系事業所 10万円、相談・訪問系事業
　　　　所５万円
問合せ　子育て支援課へ
●民間保育所等物価高騰対策支援金
民間の保育所、認定こども園などに対し、支援金

を給付。
支援額　利用定員の区分により 10～ 40万円
問合せ　こども教育課へ　

福祉
●介護サービス事業所等物価高騰対策支援金
介護サービス事業所に対し、支援金を給付。
支援額　施設系事業所（地域密着型サービス以外）
　　　　100万円、施設系事業所（地域密着型サー
　　　　ビス）30万円、通所系事業所 20万円、
　　　　訪問系事業所５万円
問合せ　高齢介護課へ
●障害福祉サービス事業所物価高騰対策支援金
障害福祉サービス事業所に対し、支援金を給付。
支援額　通所系事業所 15万円、入所系・居住系事
　　　　業所 10万円、計画相談支援事業所５万円
問合せ　障害福祉課へ

事業者　　　　
●中小企業等物価高騰対策支援金
事業の継続に努める事業者に対し、支援金を給付。
※詳細は本紙 25ページを参照
支援額　法人 10万円・個人事業主 5万円
問合せ　産業振興課へ

　原油価格や物価の高騰により影響を受けている市内の施設
や事業者などに対し、支援金を給付します。
　詳細は各課へお問い合わせください。


